
寒 川 町 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施  

行 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 2条 の 5 条 例 第 2条 の 2第 2項 た だ し 書 の

日 常 生 活 上 必 要 な 行 為 で あ つ て 規 則 で

定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 行 為 と す る 。 

第 2条 の 5 条 例 第 2条 の 2第 2項 た だ し 書 の

日 常 生 活 上 必 要 な 行 為 で あ つ て 規 則 で

定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 行 為 と す る 。 

(1) (略 ) (1) (略 )  

(2) 学 校 教 育 法 (昭 和 22年 法 律 第 26号 )

第 1条 に 規 定 す る 学 校 に お い て 行 わ れ

る 教 育 、 職 業 能 力 開 発 促 進 法 (昭 和 44

年 法 律 第 64号 )第 15条 の 6第 3項 に 規 定

す る 公 共 職 業 能 力 開 発 施 設 に お い て

行 わ れ る 職 業 訓 練 そ の 他 こ れ ら に 準

ず る 教 育 訓 練 で あ つ て 職 業 能 力 の 向

上 に 資 す る も の を 受 け る 行 為  

(2) 学 校 教 育 法 (昭 和 22年 法 律 第 26号 )

第 1条 に 規 定 す る 学 校 に お い て 行 わ れ

る 教 育 、 職 業 能 力 開 発 促 進 法 (昭 和 44

年 法 律 第 64号 )第 15条 の 7第 3項 に 規 定

す る 公 共 職 業 能 力 開 発 施 設 に お い て

行 わ れ る 職 業 訓 練 そ の 他 こ れ ら に 準

ず る 教 育 訓 練 で あ つ て 職 業 能 力 の 向

上 に 資 す る も の を 受 け る 行 為  

(3)～ (5) (略 ) (3)～ (5) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 27年 10月 1日 か ら 施 行

す る 。  

 


